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第１ はじめに 

 

 インドネシアは、約 2億 8000万人という人口規模を誇り、ASEAN最大の市場規模を有する国

であり、今後も人口及び経済規模が拡大していく魅力的な市場となっております。もっとも、以

前のニュースレター「インドネシア 現地法人との契約締結における留意点」（2025 年 8 月号）

で解説した、言語法のような独特の法令等も存在し、投資や事業進出されるに当たっては、適用

される現地法令等にご留意いただく必要がございます。 

本解説では、インドネシア法人の設立・出資において適用される法令の概要、出資時の法務デ

ューデリジェンス及びクロージングにおける留意点について解説いたします。 

 

第２ 子会社の設立・現地法人への出資に関連する法令について 

 

 １ インドネシアの組織形態 

 

  インドネシア法では、有限責任会社（Perseroan Terbatas、以下「PT」）、Commanditaire 

Vennootschap（CV）、Firm（Firma）及び Private Partnership（Persekutuan Perdata）といった

パートナーシップ型の組織形態、協同組合（koperasi）、財団（yayasan）といった組織形態があ
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り、これに加えて、駐在員事務所（kantor perwakilan）があります。出資者の有限責任性等から、

PTが日本の会社法上の株式会社に最も近い組織形態として理解されています。 

  インドネシア投資法では、外国事業者がインドネシアで営利事業を行うための主な進出形態

として、有限責任会社である外国投資会社（Penanaman Modal Asing、以下「PT PMA」）が想

定されています。外国事業者は、新たに PT PMAを設立するか、又は既存のインドネシアの PT

株式を取得することによりインドネシア市場に参入することが一般的です。 

 

 ２ 外国法人によるインドネシア法人設立及び出資に関する規制 

 

 （１）事業開始に必要な手続 

   外国法人又は外国人がインドネシアにおいて子会社を設立する場合又はインドネシア法人

に出資する場合には、インドネシア投資法の適用を受けます。 

   インドネシア投資法では、外国法人がインドネシアにおいて事業を行うことが可能な分野

について、ポジティブリスト方式が採用されており、アルコール産業や防衛産業といった一

部の例外を除き、出資比率等の制約はあり得るものの、原則として外国法人がインドネシア

において事業を行うことが可能です。 

   事業に当たり必要となる許可及び手続については、実施する事業の種類及びリスクに応じ

て以下のとおり異なり、提出する事業計画書に基づき判断されます。なお、事業許可の申請

は、インドネシア法務省の OSS（Online Single Submission）システムにより行われます。 

 

事業活動のリスクの程度 必要となる許可・手続 

低リスク 事業識別番号（NIB） 

低～中リスク NIB及び検証なしの標準証明（Sertifikat Standar） 

中～高リスク NIB及び検証済みの標準証明（Sertifikat Standar） 

高リスク NIB及び事業ライセンス（Izin） 

 

 （２）最低払込資本金及び最低投資額 

   インドネシア投資法では、25 億インドネシアルピア（約 2500 万円）の最低払込資本金を

支払うことが義務付けられています。なお、従前、最低払込資本金額は 100 億インドネシア

ルピア（約 1 億円）と定められていましたが、近時のインドネシア投資法の改正により引き

下げられました。 

   PT PMA は、特定の事業分野に関する例外的な場合を除き、各プロジェクトの所在地及び

5 桁の KBLI（インドネシア標準産業分類）番号ごとに、100億インドネシアルピア以上の投

資を行うことが義務付けられています。なお、原則として、最低投資額を算定する場合、土

地及び建物への投資は除かれます。ただし、不動産業、ホテル・宿泊業、農業・プランテーシ

ョン、水産養殖業といった事業分野においては、土地及び建物への投資も最低投資額の金額
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に算定されます。 

 

 ３ インドネシア会社法上の PTの機関等について 

 

 （１）法定の機関 

   PTにおいては、株主総会、取締役会及び監査役会の 3つの機関を設置することが義務付け

られています。日本の会社法と異なり、取締役会及び監査役会が法定の機関とされている点

にご留意ください。 

   インドネシア会社法又は定款上、株主総会は、最高の意思決定機関としての権限を有しま

す。取締役会は、PT の経営及び管理を行い、PT を代表して裁判上又は裁判外の行為を行う

権限を有します。監査役会は、PTの経営を監督し、その日常的な経営について取締役会に対

し助言を行います。取締役会及び監査役会の構成員は、株主総会の決議により選任されます。 

 

 （２）株主、取締役及び監査役の最低人数要件 

   インドネシア会社法上、PTは 2名以上の株主によって設立される必要があります。 

   PT設立後、株主が 1名となり、その状況が 6か月以内に是正されない場合、当該残存株主

は、当該期間経過後、個人として PT の事業について生じた一切の債務又は損害に関する責

任を負うこととなります。また利害関係人の申し立てにより、地方裁判所は当該 PT を解散

されることができるとされています。この点、いわゆる一人会社が認められている日本の会

社法とは異なりますので、ご留意ください。 

   次に、取締役会及び監査役会は、いずれも 1 名以上の取締役及び監査役で構成することが

可能とされています。実務上、株主 2名以上、取締役 1名、監査役 1名という機関構成で PT

を設立する場合も多く見られます。一方、PTの事業内容によっては、当該事業関連法令等に

基づき、異なる最低人数が規定されている場合がありますのでご留意ください。 

 

 （３）外国人による取締役の就任の可否等 

   インドネシア会社法上、外国人が PT PMAの代表取締役を含む取締役や監査役に就任する

ことは原則として可能です。なお、取締役又は監査役の欠格事由として、過去 5 年間に破産

等の法的整理を受けていること、国家財政又は金融関連で特定の刑事上の確定判決を受けて

いること等が規定されており、就任候補者が欠格事由に該当しないことを確認する必要があ

ります。 

   また、取締役及び監査役に関する制限ではないものの、外国人は、人事に関する業務を所

管する特定の管理職に従事することが禁止されています。 

   以上を踏まえ、実務上は、取締役を複数名選任し、そのうち 1 名をインドネシア人、その

他を外国人としたうえ、当該インドネシア人取締役の所掌業務を税務及び人事関連業務とす

ることが一般的となっています。 
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第３ PT PMAへの出資検討時の留意点 

 

 １ 法務デューデリジェンス 

 

  外国企業が PT PMAへの出資等を検討するに当たり、法務デューデリジェンスを実施するこ

とが一般的です。実務上、法務デューデリジェンスで出資の中止に至るような重大な指摘事項

（レッドフラッグ）が検出されることは多くはないものの、例えば、以下のような事項が検出

される場合があります。これらの事項は、出資のスケジュールに影響を及ぶす可能性があるた

め、弁護士、会計士、ファイナンシャルアドバイザー等の専門家と協議のうえ、対応策を検討

し、場合によっては、出資に先行して対象会社に是正させる必要があります。 

 

① 株主名簿管理の不備 

② 取締役の任期満了 

③ 年次株主総会の不開催 

④ 過去の株式譲渡書類の不備 

⑤ 出資証明書の不存在 

⑥ 不合理な定款の規定 

 

  このうち、①株主名簿について、インドネシア会社法上、取締役が株主名簿を管理し、株主

の変更を記録し、株式保有証明書を発行する義務を負います。また、日本と同様に、株主名簿

への登録が株主の権利義務の帰属に係る法的効果を生じさせるため、株式譲渡が行われた場合

でも、譲受人は、株主名簿の書換後でなければ、定時株主総会への出席、議決権の行使、配当

金の受領といった株主の権利を行使することはできません。 

 

 ２ クロージング 

 

  PTに対する出資取引において、株式譲渡契約書等の契約書の締結はクロージング手続の一部

にすぎず、当該取引を完了させるためには、インドネシア会社法に規定される全ての手続を完

了する必要があります。具体的には、以下の手続を完了する必要があります。 

 

① 法人登記簿の変更 

② 株主名簿の書換 

③ 株式所有証明書の発行 

④ 公告 

⑤ 法務省オンラインシステム（OSS）及び省庁への届出 
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  インドネシア会社法上、取締役会又は監査役会の構成員が変更された場合、株主総会決議の

日から起算して 30 日以内に公証人による公証及び公正証書の作成を受け、当該公正証書の作

成日から 30日以内に法務大臣に対し通知する必要があります。また、株式譲渡に伴う株主名簿

の書換についても、同様の手続により法務大臣に通知するものとされています。 

 

第４ 終わりに 

 

 以上、インドネシアへの子会社設立又は現地法人への出資に関連する法令の概要、法務デュー

デリジェンス及びクロージングにおける留意点について解説いたしました。 

 インドネシアは、ASEAN 最大の市場規模を有し、今後も成長が期待される魅力的な投資先であ

る一方、日本とは異なる独自の法制度・手続が存在することから、進出に際しては現地の法令・

実務に精通した専門家と緊密に連携しながら対応を進めることが重要です。 

特に、法務デューデリジェンスにおいて検出された指摘事項への対応や、クロージング後の各

種法的手続の適時実行は、取引の円滑な完結のみならず、事後的なリスクの回避という観点から

も欠かせないプロセスです。本解説が、インドネシアへの投資・進出を検討される企業のご担当

者にとって少しでもお役に立てれば幸いです。 

 インドネシア法務に関するご不明な点やご相談がございましたら、岩田合同法律事務所まで、

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。 
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